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シンポジウム

法
学
部
長
挨
拶

北
海
道
大
学
法
学
部
を
代
表
い
た
し
ま
し
て
、
ひ
と
こ
と
ご
挨
拶
申
し
上
げ
ま
す
。

本
日
は
お
暑
い
中
、
日
仏
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
ょ
う
こ
そ
お
集
ま
り
下
さ
い
ま
し
た
。
こ
と
に
、
ポ
ワ
チ
エ
大
学
法
学
部
長
ド
ミ
ニ
ク
・
プ

レ
イ
ア
教
授
に
は
、
は
る
ば
る
わ
が
北
海
道
大
学
法
学
部
ま
で
お
い
で
い
た
だ
き
、
今
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
基
調
報
告
及
び
総
括
を
お
願

い
し
、
主
役
と
し
て
ご
活
躍
い
た
だ
く
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

ポ
ア
チ
エ
大
学
法
学
部
と
わ
が
法
学
部
の
問
に
は
、
今
日
の
主
役
で
あ
る
プ
レ
イ
ア
教
授
と
厚
谷
前
法
学
部
長
の
署
名
に
な
る
、
一
九
九

三
年
一

O
月
一
日
に
発
効
し
た
学
術
交
流
に
関
す
る
協
定
が
あ
り
、
姉
妹
関
係
に
あ
る
わ
け
で
す
が
、
こ
こ
に
両
学
部
の
交
流
と
日
仏
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
の
足
跡
を
振
り
返
り
ま
す
と
、
一
九
九
二
年
、
ピ
エ

l
ル
・
ク

I
ヴ
ラ
教
授
に
お
い
で
い
た
だ
き
、
「
子
ど
も
の
権
利
を
考
え
る

-
-
|
日
仏
比
較
の
観
点
か
ら
」
、
一
九
九
三
年
、
ミ
シ
ェ
ル
・
モ
ロ

l
教
授
を
招
聴
し
て
「
土
地
所
有
権
に
関
す
る
日
仏
比
較
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
」
、
昨
年
一
九
九
四
年
に
は
ジ
ヤ
ン
・
プ
ラ
デ
ル
教
授
を
お
招
き
し
て
「
企
業
活
動
の
法
的
規
制
に
お
け
る
日
仏
比
較
」
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
を
開
催
し
、
そ
れ
ぞ
れ
主
報
告
を
お
願
い
い
た
し
ま
し
た
。
両
学
部
の
交
流
は
か
よ
う
に
恒
例
化
し
、
夏
期
に
開
催
さ
れ
る
日
仏
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
も
定
例
の
、
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
く
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
両
学
部
に
お
け
る
人
的
交
流
に
お
き
ま
し
て
、
ベ
レ
ニ
ス
・
ジ
ヤ

レ
さ
ん
、
今
日
報
告
を
い
た
だ
く
イ
ザ
ベ
ル
・
ラ
ン
ド
ロ
ー
さ
ん
を
助
手
と
し
て
お
招
き
し
、
本
学
部
、
大
学
院
の
教
育
及
び
わ
れ
わ
れ
の

研
究
に
大
い
に
貢
献
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
は
、
多
言
を
要
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
い
ち
い
ち
名
を
挙
げ
ま
せ
ん
が
、
今
日
の
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
日
本
側
出
席
者
の
数
人
は
ポ
ア
チ
エ
大
学
に
留
学
生
あ
る
い
は
客
員
教
授
と
し
て
お
世
話
に
な
っ
て
お
り
、
本
学
部
が
誇
り
ま
す

フ
ラ
ン
ス
法
関
係
ス
タ
ッ
フ
と
と
も
に
、
両
学
部
の
緊
密
な
提
携
を
促
進
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
た
だ
、
両
学
部
の
姉
妹
関
係
の
端
緒
を
関

か
れ
ま
し
た
わ
れ
わ
れ
の
先
輩
深
瀬
名
誉
教
授
が
ポ
ア
チ
エ
大
学
か
ら
名
誉
博
士
号
を
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
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外国人の人権

本
年
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
「
外
国
人
の
人
権
を
考
え
る
」
と
題
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
日
本
が
戦
後
経
済
の
高
度
成
長
に
よ
り
先
進
国
の

仲
間
入
り
を
し
て
か
ら
、
国
際
化
が
い
わ
れ
て
久
し
く
な
り
ま
す
。
そ
れ
以
前
に
も
国
際
化
に
よ
る
外
国
人
の
問
題
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
植
民
地
支
配
の
終
了
に
伴
う
問
題
で
あ
り
ま
す
。
わ
が
国
民
の
怠
慢
の
故
か
、
大
き
な
問
題
と
し
て
は
顕
在
化
し

て
は
こ
な
か
っ
た
と
申
せ
ま
し
ょ
う
。
そ
の
他
の
外
国
人
は
、
多
く
は
西
欧
に
追
い
つ
く
た
め
の
師
と
し
て
わ
が
国
が
招
聴
し
た
人
々
で
あ

り
ま
す
か
ら
、
外
国
人
の
人
権
を
問
題
に
す
る
と
い
う
意
識
も
な
か
っ
た
と
申
せ
ま
し
ょ
う
。
経
済
の
高
度
成
長
と
国
際
化
の
た
め
、
外
国

人
の
人
権
問
題
は
、
放
置
を
許
さ
な
い
状
況
と
な
り
ま
し
た
。
最
近
の
新
聞
紙
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
を
思
い
出
す
だ
け
で
、
外
国
人
登
録
の

際
の
指
紋
押
捺
問
題
、
外
国
人
労
働
者
の
問
題
、
就
職
差
別
の
問
題
、
外
国
人
学
校
と
教
育
基
本
法
と
の
問
題
、
外
国
人
犯
罪
容
疑
者
に
対

す
る
捜
査
及
び
公
判
の
問
題
、
国
政
に
は
と
も
か
く
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
選
挙
に
は
参
加
で
き
る
の
で
は
な
い
か
の
問
題
等
々
で
す
。

本
年
の
テ

l
マ
は
、
そ
の
意
味
で
ま
こ
と
に
時
宜
を
得
た
も
の
と
い
え
、
ま
た
、
植
民
地
支
配
の
終
了
と
経
済
の
高
度
化
に
よ
る
国
際
化
に

係
る
外
国
人
問
題
、
な
に
よ
り
人
権
問
題
一
般
に
関
す
る
先
輩
国
フ
ラ
ン
ス
か
ら
、
ブ
レ
イ
ア
法
学
部
長
を
講
師
と
し
て
お
招
き
し
て
開
催

す
る
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
適
材
を
適
所
に
得
た
も
の
と
い
え
ま
す
。
一
九
九
二
年
に
開
催
さ
れ
た
い
わ
ば
第
一
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
成

果
は
北
大
法
学
論
集
四
四
巻
一
号
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
第
二
回
、
第
三
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
成
果
も
ま
も
な
く
北
大
法
学
論
集
に
掲
載

の
予
定
で
す
。
今
回
の
成
果
も
同
様
に
論
集
に
掲
載
し
、
時
宜
を
得
た
問
題
に
関
す
る
成
果
を
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加
者
に
と
ど
め
る
こ
と

な
く
、
で
き
る
だ
け
早
く
日
本
中
の
法
学
研
究
者
の
共
有
財
産
と
し
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

今
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
成
功
を
確
信
し
つ
つ
、
ポ
ア
チ
エ
大
学
法
学
部
と
北
海
道
大
学
の
相
互
協
力
、
交
流
の
ま
す
ま
す
の
発
展
を
祈

念
し
?
っ
、
私
の
挨
拶
を
終
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

(
大
塚

龍
児
)
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Allocution de Monsieur Ryuji Utsuka， Doyen de la 
Faculte de Droit de Hokkaido 

Monsieur le president， mes chers collをgues，c'est pour moi un grand 

honneur de vous adresser la parole au commencement de ce colloque franco-

japOnals. 

D'abords， je remercie tous Ies participants d'etre venus ici pour discuter 

ensemble du sujet， malgre la chaleur de l'ete. J'adresse surtout mes 

remerciements a Monsieur le Doyen Dominique Breillat qui a bien voulu venir 

de loin et se charger de presenter le rapport principal et celui de synthをse.

La Faculte de Poitiers et notre Faculte de Hokkaido avons conclu la 

convention de cooperation scientifique， qui est entree en vigueur le ler octobre 

1993， et depuis lors， nous sommes jumelees. Le Doyen Breillat， qui jouera le r凸le

principal aujourd'lui， est， avec notre ex-Doyen Atsuya， un des signataires de 

cette convention. Je voudrais jeter unぽilsur l'histoire de notre cooperation et 

des colloques franco-japonais. Nous avons organise en 1992 le colloque intitule 

“Penser le droit de l'enfant - comparaison franco-japonaise". C'etait notre 

premier essai et c'est le Doyen Pierre Couvrat qui a bien voulu se charger du 

rapport principal. Ensuite， nous avons organise en 1993 le colloque sur la 

propriete fonciere avec le Doyen Michel Moreau et en 1994 celui sur la 

reglementation des entreprises avec le professeur J ean Pradel， toujours pour une 

comparaison franco・japonaise.Ainsi， nous pouvons dire que notre relation de 

cooperation est deja bien etablie et le colloque franco-japonais a Sapporo devient 

“annuel". Au niveau des echanges de chercheurs， nous avons nomme comme 

assistantes de notre Faculte Mesdemoiselles Berenice Jallais et Isabelle 

Landreau. Elles contribuent beaucoup aux enseignements de la Faculte et a nos 

recherches. II faudrait signaler， en plus， que Mademoiselle Landreau est un des 

rapporteurs d'aujourd'lui. D'ailleurs， plusieurs professeurs de notre Faculte， qui 

sont presents aujourd'lui， ont eu l'experience de sejourner a la Faculte de 

Poitiers comme etudiant dans leur jeunesse ou professeur invite. J e ne peux 

mentionner les noms de chacun， mais il ne faudrait pas oublier le nom de Doyen 
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Fukase， qui a marque le point de depart de notre relation amicale et qui a recu 

de la Faculte de Poitiers le doctorat honoris causa. 

Le theme du colloque d'aujourd'lui est“Penser les droits de I'etranger'¥ 

Apres la seconde guerre mondiale， le Japon a connu une croissance economique 

tres elevee et il est entre dans des pays industria1ises et developpes. Le mot 

“I'internationalisation" devient tres populaire depuis lors. Bien sur， meme avant 

cela， nous avions des problemes de l'etranger a cause de I'internationalisation 

On pourrait citer comme exemple des problemes poses par la fin de la 

colonisation japonaise. Les japonais manquaient， il faut le reconnaitre， de 

sensibilite aux malheurs de peuples colonises， ce qui a empeche qu'ils 

apercoivent la gravite de ces problemes. D'ailleurs， d'autres etrangers qui 

residaient au }apon etaient ceux que le gouvernement japonais a invites dans 

l'intention d'apprendre des experiences occidentales. Ils n'ont pas exige les 

droits de 1・etranger，parc巴 qu'ilsen b己neficiaientsuffisamment. D色slors， leur 

presence n'a pas pose le probleme en ce domaine. La situation a bien change 

apres I'expansion economique et l'internationalisation. On ne peut plus laiss巴rle 

problをmedes droits de I'etranger目 Noustrouvons quotidiennement dans les 

journaux d巴sarticles qui annoncent la gravite et la diversite des problemes 

Pour n'en donner que quelques exemples， le probleme de I'apposition forcee 

d'une empreinte digitale lors de I'enregistrement des etrangers， celui du 

travailleur immigre， celui de la discrimination pour I'emploi， celui de 

I'application de la loi japonaise d'orientation d'enseignement aux ecoles 

etrangeres qui se trouvent au Japon， celui de I'organisation de l'enquete po1iciere 

et I'audience publique des inculpes etrangers， celui du droit de vote et de 

I'eligibilite des etrangers pour les elections municipales， etc. Je suis convaincu 

donc que le thをmede cette annee est bien opportun. La France a beaucoup 

d'experiences en domaine du probleme de l'etranger pose par la fin de la 

domination coloniale et l'expansion economique. Elle est surtout le pays 

d'origine de la notion de droits de I'homme. Nous pouvons esperer les apprendre 

par I'intervention du Doyen Breillat. 

Nous avons deja publie les actes du premier colloque en 1992 dans notre 

revue. Les actes des deu 
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prochainement toujours dans notre revue. Les actes de cette annee y seront 

egalement publies et constitueront de precieux biens communs， non pas 

seulement pour les participants d'aujourd'lui， mais aussi pour tous les juristes 

japOnals. 

Enfin， j'exprime encore une fois mes convictions pour le succes du colloque 

et mes espoirs pour le developpement de Ia collaboration et des echanges 

scientifiques entre nos deux Facultes. Je vous remercie. 
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